
Ⅱ．今後のアレルギー対策について  

1．アレルギー対策の基本的方向性  

（1）今後のアレルギー対策の目標   

アレルギー対策の目標としては、アレルギー疾患に関して、予防・治療  

法を確立し、安心・安全な生活の実現を図ることにある。   

しかしながら、従来の対策では先に述べたような医療面での問題、QO  

Lの問題等が生じており、これらの問題の解決を図るため、施策の優先目  

標を定め、アレルギー対策を効果的に講じる必要がある。  

（「自己管理可能な疾患」へ）   

アレルギー疾患は重症化を抑えて日常生活において管理することが重要  

で、また、学校や職場等の日常生活に対する影響を最小限にするよう患者  

に無理のない医療を行うことも重要であること等から、身近なかかりつけ  

医による指導の下、患者及び患者家族が生活環境を改善し、治療法を正し  

く把握し、また自分の疾患状態を客観的に評価する等、自己管理可能とす  

ることを目指すべきである。   

疾患の自己管理が可能となれば、治療効率は向上し、もってQOLの向  

上を図ることも可能である。  

（2）国と地方公共団体との適切な役割分担と連携体制の確立   

国と地方公共団体の役割分担については、アレルギー疾患の特性及び医  

療制度の報告等を考慮すれば、基本的には都道府県においては、「医療計  

画作成指針 第三 医療計画の内容 3医療圏（1）二次医療圏（ィ）二  

次医療圏における医療提供体制」に書かれている「アレルギーに関する専  

門外来医療等特殊な外来医療については、各地域で診療所が果たしている  

機能にも十分配慮し、原則として二次医療圏で対応できるよう検討するこ  

とが望ましい」ことを参考にし、二次医療圏における適切な医療体制の確  

保に努め、市町村と連携しつつ普及啓発を行うことが求められる一方、国  

においては地方公共団体が適切な施策を進めることができるよう、先進的  

な研究を実施する等の必要な技術的支援を行うことが必要である。また、  

このような行政における連携体制の下、関係省庁と連携しつつ、患者団体、  
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日本医師会、日本アレルギー学会等関係団体と協力してアレルギー対策を  

推進していくことが必要である。  
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2．アレルギー対策の具体的方策   

上記の方向性を具体的に達成するため、今後5年（平成22年度まで）   

を目途に重点的に取組む具体的方策は以下の通りである。  

（今後の方向性）  

1．（1）を実現するためには、以下め取組を国は推進する必要がある。  

○ 医療の提供については、安定時には身近なかかりつけ医において診療   

ガイドラインに基づいた診療を行い、重症難治例や著しい増悪時等には   

病院において適切に対応できるよう、円滑な連携体制の確保を図る。  

また、ガイドラインに基づく計画的治療は、従来の患者の自覚症状に   

よる治療法よりも患者QOLの向上及び効率的医療の提供が図られるこ   

とが報告されており、診療ガイドラインの普及定着の徹底が重要である。  

○ 情報提供・相談体制については、アレルギー疾患を自己管理する手法   

等の確立を図るとともに、地方公共団体においては普及啓発体制の整備   

を図る。  

○ 研究開発の推進については、アレルギー疾患を自己管理できるよう、   

患者が自ら抗原を回避するためにアレルギーの原因物質の特定が可能と   

なる手法及び早期診断手法等を開発する。  

○ 有効な治療法に関する情報収集体制の整備に努める。  

○ 特に、各アレルギー疾患について重点的に取組む事項は以下の通りで   

ある。  

・花粉症については、舌下減感作療法等根治的治療法の開発を推進す  

る。  

喘息については、幡息死の減少を目指し、適切な医療体制の確保を  

図る。  

食物アレルギーについては、可能な限り患者自身が正しく抗原を知  

り抗原を回避できるよう、対策を講じる。  

アトピー性皮膚炎については、患者のQOLの向上のため、患者の   

医療に対するコンプライアンスを維持し、自己管理が可能となるよう  
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に方策を講じる。  

（1）医療の提供   

① かかりつけ医を中心とした医療体制の確立  

○ アレルギー疾患管理に必要な医療体制  

・ アレルギー疾患患者に対しては、安定期には身近な医療機関に  

おいてアレルギー疾患に精通した医師が診療し、重症難治例や著  

しい増悪時には高度で専門的な対応が必要であるため、基本的に  

は二次医療圏毎にアレルギー診療の専門機能を有している病院が  

必要であり、また、アレルギー疾患はほぼ全身臓器に係わる疾患  

であることから、集学的な診療体制を有している病院であること  

が望ましい。ただし、アレルギー専門の医師は、その確保が困難  

な地域もあり、このような専門の医師のいる病院を複数の二次医  

療圏に一カ所あるいは三次医療圏に一カ所確保することも考えら  

れる。   

アレルギー疾患にかかる医療体制を確保するため、国において  

は、日本医師会等医療関係団体や関係学会等と連携して、診療ガ  

イドラインの改訂及びその普及により、地域の診療レベルの不均  

衡の是正を図る。また、地域におけるアレルギー対策の医療提供  

体制のあり方について事例集を作成・配布し、都道府県等への普  

及に努める。   

このような国の取組を踏まえ、都道府県においては、医療計画  

等を活用して、地域におけるアレルギー疾患に関する医療提供体  

制の確保を図ることが求められる。また、適切な地域医療の確保  

の観点から地域保健医療協議会等を通じ、関係機関との連携を十  

分図る必要がある。  

○ 喘息死等を予防する医療体制：「喘息死ゼロ」を目指し  

喘息死の原因として、患者側の認識不足や不定期受診等の問題、   

診療側の診療ガイドラインの利用度の問題等が挙げられているた   

め、地域において診療所と救急医療機関とが連携し、患者教育を含  
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む均一な治療の普及と患者カード持参による医師一患者間の情報共  

有等を図ることが重要である。また、このような連携体制の確保は  

医療機器の重装備化をすることなく急性発作時の初期対応が可能と  

なることもあり、専門の医師の確保がなされれば、基本的に二次医  

療圏単位で整備されることが望ましい。  

※ 喘息死ゼロを目指した取組の主な内容は以下の通りである。   

・かかりつけ医における診療ガイドラインの定着  

患者カード携帯による患者の自己管理の徹底   

・救急時対応等における病診連携の構築  

② 人材育成   

○ アレルギー疾患診療に精通したかかりつけの医師の育成  

診療ガイドラインに基づく治療が、患者のQOLを向上させ、  

効率的医療の提供を促進できることから、国においては、日本  

医師会等医療関係団体や関係学会等と連携して、診療ガイドラ  

インの徹底した普及定着を図る。   

医学教育においては、国民の30％と多くの人が羅患している  

ことから、アレルギー学講座又は臨床教授制等の活用によって、  

その充実を図ることが必要である。   

臨床研修においても、経験目標の1疾患としてアレルギー疾患  

が取り上げられているところであり、プライマリケアの基本的  

診療能力としてその正しい知識及び技術の修得に資するもので  

ある。   

また、日本医師会において実施している医師の生涯教育におい  

て、 今後ともより一層アレルギー疾患に係る教育が充実される  

ことが望ましい。  

適切な診療技術の確保が図れるよう、国は関係学会等と連携し、  

医学、医術の進歩に応じ、各種診療ガイドラインの改訂及びそ  

の普及を図る必要がある。  
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○ アレルギー専門の医師の育成   

・ アレルギー診療の質の向上及び都道府県間における専門の医師  

の偏在是正を図るため、関係学会における専門医の養成の促進  

が望まれる。  

また、アレルギー診療はほぼ全身臓器に係わる疾患の診療とな  

るため、総合的なアレルギー専門の医師の存在は重要と考えら  

れ、関係学会においてそのような専門の医師の育成について検  

討することが望まれる。  

③ 専門情報の提供   

・アレルギー疾患にかかる研究成果等を踏まえた専門的な医学情  

報については、国、関係学会等において必要な情報提供体制の  

確保を図る。また、専門医療機関等からの相談に対応できるよ  

う国立病院機構相模原病院の臨床研究センターに相談窓口を設  

置する。  

（2）情報提供・相談体制  

患者を取り巻く生活環境等の改善を図るため、患者自己管理手法の   

修得、情報提供体制の整備や相談体制の整備のための対策を講じる。  

① 患者自己管理手法の修得   

○ 自己管理する内容  

患者及び患者家族が管理することが望まれる主な事項は以下の通り   

である。   

・生活環境改善（食物・住環境等に関する抗原回避等）  

雁患している疾患と治療法の正しい把握   

・疾患状態の客観的な自己評価  

救急時対応  

○ 自己管理手法の普及   

国は、日本アレルギー学会等と連携し、上記内容について効果的な  

教育資材等を作成し、都道府県等や医療従事者等に配布する。  

このような国の取組を踏まえ、都道府県等においては、都道府県医  
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師会や関係学会等と連携して研修会を実施する等して、保育所・学校  

（PTA等）・職域や地域（子ども会等）等における自己管理手法の  

普及を図ることが求められる。   

また、市町村においても、都道府県等と同様の取組が期待され、乳  

幼児健診等における保健指導等の場を効果的に活用し、アレルギー疾  

患の早期発見及び自己管理手法の普及等を図ることが求められる。   

さらに、保育所・学校等においては、保護者等と十分連携をとり、  

児童のアレルギー疾患の状況を把握して健康の維持・向上を図ること  

が望ましい。   

医療従事者においては自己管理手法の普及について正しく認識さ  

れ、医療機関において指導を実践することが望ましい。  

② 情報提供体制の確保   

○ 国民及び患者にとって必要な情報  

国民及び患者にとって必要な、アレルギー疾患に関する主な情報は   

次の通りである。  

アレルギー疾患に関する一般疾病情報（病因・病態・疫学等）  

生活環境等に関する情報  

（アレルギー物質を含む食品に関する表示やシックハウス症候  

群等について、患者が適切に生活環境を整備できるうような  

情報等）   

・適切な治療や薬剤に関する情報   

・研究成果等に関する最新診療情報   

・ 医療機関及びサービスの選択にかかる情報  

○ 情報提供手段  

・正しい情報を効果的かつ効率的に普及するためには、インター  

ネットのみならず、パンフレット等を活用する情報提供も必要で  

ある。  

国においては、適宜関係学会等と連携し、ホームページ等を活用  
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して、最新の研究成果を含む疾病情報や診療情報等を都道府県等や  

医療従事者等に対して提供する。   

また、アレルギー物質を含む食品に関する表示についても、科学  

的知見の進展等を踏まえ、表示項目や表示方法等の見直しを検討し  

ていく。   

地方公共団体においては、国等の発信する情報も活用して、医療  

機関等の選択に係る情報を住民に対して提供することが望ましい。  

③ 相談体制の確保  

・国は、地域毎の相談レベルに格差が生じないよう、全国共通の  

相談員養成研修プログラムを作成し、「リウマチ・アレルギー相  

談員養成研修会」及び「シックハウス担当職員研修会」の充実を  

図る。   

このような国の取組を踏まえ、一般的な健康相談等は市町村に  

おいて実施し、抗原回避等に関するより専門的な相談については  

保健所において実施する等、都道府県においては体系的なアレル  

ギー相談体制の構築について検討することが望ましい。また、保  

健所においては、個々の住民の相談対応のみならず、市町村への  

技術的支援や地域での学校や企業等におけるアレルギー対策の取  

組への助言等の支援が期待される。  

（3）研究開発及び医薬品開発の推進   

① 効果的かつ効率的な研究推進体制の構築  

アレルギー疾患に関する研究をより戦略的に実施するためには、  

研究企画・実施・評価体制の構築として、明確な目標設定、適切な  

研究評価及び効果的なフィードバックが重要である。   

研究の採択に当たっては課題の類似している研究の統廃合を進め  

るとともに、政策的課題に関連するテーマを明確化し公募課題に反  

映させる必要がある。  
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有効な治療法選択のための情報収集体制の構築の検討  

治療効果も含めたアレルギー疾患患者の動向を適切に把握すること  

は、単に疾病統計という視点のみならず、病因、病態、診断、治療、  

予後等の研究を効果的かつ効率的に進める上で重要で、科学的根拠に  

基づいた縦断的な定点観測体制の構築が必要である。  

② 研究目標の明確化  

（ァ）当面成果を達成すべき研究分野  

平成22年度までに研究成果を得られるよう、次の研究分野を重  

点的に研究を推進していく。  

○ アレルギー疾患患者自己管理手法の確立  

国においては、アレルギー疾患を自己管理できる疾患とする  

ための手法の確立を最優先の目標とし、関係学会等と連携し、  

平成22年度（2010年度）を目標に、より確実で簡便な抗  

原診断法の開発を進め、患者がアレルギーの原因物質を日常生  

活の中で適切に管理できるよう、抗原回避等の自己管理手法の  

確立や早期診断法の確立等に重点化を図る。これら研究成果は  

かかりつけ医等にその技術の普及を図り、患者がアレルギーの  

原因物質を日常生活の中で適切に管理することを目指す。  

最優先研究目標  

（1）抗原特定手法の開発及び環境中抗原調整手法の確立   

① 侵襲が少なく（in vitro）正確にアレルギー疾患の原因を  

特定する検査法の開発   

② 環境中抗原調整手法の確立  

（2）重症化・難治化予防のための早期診断法の確立  

○ 自宅で治療可能な減感作療法の開発の推進  

自宅で行うことができる治療法開発は、今後さらに研究を進  

めていくべきである。特にスギ花粉症に対する舌下減感作療法  

の治療法開発についての臨床研究を推進し、安全性、有効性を  

確認する。  
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（イ）長期的目標を持って達成すべき研究分野  

○ アレルギー疾患の予防法と根治的治療法の開発   

長期目標としてアレルギー疾患の病態・免疫システム解析と病因  

解明を行い、その成果に基づくアレルギー疾患の根治的治療法の開  

発を目指す。  

長期研究目標  

病態・発症機序の解明  

（1）免疫システムの解明によるアレルギー疾患のコントロール  

① 自然免疫と獲得免疫の機序の解明  

② アレルギー性炎症の主役となる細胞の確定  

（2）気道リモデリング（不可逆変化）の  

アレルギー疾患への関与  

アレルギー発症予防法の確立  

（1）小児のアレルギーと成人のアレルギーの病態異同の解析  

（2）胎内におけるアレルギー発症予防と出生後におけるアレル  

ギー発症予防（遺伝因子と環境因子の影響に関する解析）  

治療法の開発  

（1）早期治療の効果と長期予後  

（2）治療中止基準の確立  

（3）免疫療法（DNAワクチン等）・生物学的製剤等の開発  

（4）テーラーメイド医療  

（5）減感作療法等根治的治療法の効能等改善のための、抗原に  

関する基盤研究  

（ウ） その他必要な研究  

いわゆる民間医療の評価  

国においては、いわゆる民間医療を評価し、その評価結果を国民   

に情報提供し、正しい知識の普及を図るとともに、民間医療の中で   

基礎研究・臨床研究に取り上げるべき治療法について検討を加え  
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る。  

③ 医薬品の開発促進等   

・ 研究事業の目標を戦略的に設定するためには、研究の科学的基盤  

を充実させることが重要であり、国においては、関係学会や企業等  

と連携して研究を実施することを検討する。   

また、新しい医薬品の薬事法上の承認に当たっては、適切な外国  

のデータがあればそれらも活用しつつ、適切に対応する。   

創薬へ繋げる研究   

国においては、優れた医薬品がより早く患者の元に届くよう治験  

環境の整備に努めるとともに、医薬品の市販後調査で得られた知見  

を創薬へ結びつける仕組み等について検討する必要がある。  

（4）施策の評価等   

○ 政策評価  

国においては、都道府県等が実施する重要な施策の実施状況等を  

把握し、より的確かつ総合的なアレルギー対策を講じていくことが  

重要である。また、地方公共団体においても目標に主要な施策につ  

いて政策評価を行うことが望ましい。  

＿ つつ ＿   



本検討会において、①アレルギー対策の基本的方向性、②研究の推進、  

③医薬品の開発促進等、④医療提供体制の整備、⑤患者QOLの向上等、  

⑥情報提供・相談体制、⑦患者を取り巻く環境の改善、⑧関係機関との連  

携、等について、 患者及び患者家族が疾患を自ら管理できることを目指す  

ことで重症化を防止しqOLを向上させるということに重点を置き、今後  

の対策方針について議論を重ねてきた。   

また、本検討会における議論をもとに、我が国におけるアレルギー対策  

の総合的な推進を図るため、国、医療関係団体、関係学会、地方公共団体  

等の関係機関等が共に連携して進めていくべき取組の方向性を示す指針の  

案を作成した。アレルギー対策指針については、少なくとも5年での再検  

討を加え、必要があると認められるときは、これを変更していくものとす  

る。   

本報告書により、アレルギー対策が円滑に実施され、国民に安心・安全  

な生活を提供する社会づくりが達成されることを期待する。  
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